
（別表６）

有料老人ホーム重要事項説明書

記入年月日 20235  年 471125  月 11  日

記入者名 東 山 　 将 也 前 山 

亙

所属・職名 ユトリーム朝霧 支配人

１．事業主体概要

(1)事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

① 事業主体の主たる事務

所の所在地

法人等の種類 なし
あり

営利法人

名称 (ふりがな)あるそっくじょいらいふかぶしきがいし

ゃ

ＡＬＳＯＫジョイライフ株式会社

②事業主体の主たる事務所

の所在地

〒530－0047

大阪市北区西天満４丁目１４番３号

③事業主体の連絡先 電話番号 ０６－６３６０－６３６９

ＦＡＸ番号 ０６－６３６０－６３６８

ホームページ

アドレス

なし

あり 　https://joylife.alsok.co.jp/

(2)事業主体の代表者の氏名及

び職名

氏名 遠藤　嘉裕

職名 代表取締役社長

(3)事業主体の設立年月日 2000年10月6日

(4)事業主体が神戸市内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

訪問介護 あり
なし
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訪問入浴介護 あり
なし

訪問看護 あり
なし

訪問リハビリテーション あり
なし

居宅療養管理指導 あり
なし

通所介護 あり
なし

通所リハビリテーション あり
なし

短期入所生活介護 あり
なし

短期入所療養介護 あり
なし

特定施設入居者生活介護 あり
なし

福祉用具貸与 あり
なし

特定福祉用具販売 あり
なし

＜地域密着型サービス＞

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり
なし

夜間対応型訪問介護 あり
なし

認知症対応型通所介護 あり
なし

小規模多機能型居宅介護 あり
なし

認知症対応型共同生活介護 あり
なし

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり
なし
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地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護

あり
なし

複合型サービス あり
なし

居宅介護支援 あり
なし

＜居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問介護 あり
なし

介護予防訪問入浴介護 あり
なし

介護予防訪問看護 あり
なし

介護予防訪問リハビリテーシﾖン あり
なし

介護予防居宅療養管理指導 あり
なし

介護予防通所介護 あり
なし

介護予防通所リハビリテーション あり
なし

介護予防短期入所生活介護 あり
なし

介護予防短期入所療養介護 あり
なし

介護予防特定施設入居者生活介護 あり
なし

介護予防福祉用具貸与 あり
なし

特定介護予防福祉用具販売 あり
なし

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護予防認知症対応型通所介護 あり
なし

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり
なし
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介護予防認知症対応型共同生活介護 あり
なし

介護予防支援 あり
なし

＜介護保険施設＞

介護老人福祉施設 あり
なし

介護老人保健施設 あり
なし

介護療養型医療施設 あり
なし

※ 神戸市外で実施する介護サービスについては、別葉に記載すること。 

２．施設概要

(1)施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

①施設の名称 (ふりがな) 　　　　　　　　　　　あさぎり

ユトリーム朝霧

②施設の所在地 〒６５５－００４９

兵庫県神戸市垂水区狩口台６丁目１２番１号

③施設の連絡先 電話番号 ０７８－２２４－５００１

FAX番号 ０７８－２２４－５０１１

ホームページ

アドレス

なし

あり https://joylife.alsok.co.jp/

(2)施設の開設年月日 ２０１１年５月１日

(3)施設の管理者の氏名及び職名 氏名 東山　将也前山　亙

職名 支配人

(4)施設までの主な利用交通手段

JR「朝霧」駅より徒歩４分（約２５０ｍ）

(5)施設の類型及び表示事項 類　　型：介護付有料老人ホーム

（一般型特定施設入居者生活介護）

標示事項：居住の権利形態・・・利用権方式

　　　　　利用料の支払い方式・・・選択方式

　　　　　入居時の要件・・・入居時自立、要支援、要介

護
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　　　　　介 護 保 険・・・神戸市指定介護保険特定施設 

　　（一般型特定施設）

　　　　　介護居室区分・・・全室個室

　　　　　介護に係る職員体制・・・２．５対１以上

(6)介護保険事業所番号 特定施設入居者生活介護事業所　兵庫県指定第２８７０８０２７

１３号

介護予防特定施設入居者生活介護事業所　兵庫県指定第２８７０

８０２７１３号

(7)特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた年

月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）

① 事業の開始（予定）年月

日

２０１１年５月１日

② 指定の年月日 ２０１１年５月１日

③ 指定の更新年月日 ２０１７年５月１日

３．従業者に関する事項

(1)職種別の従業者の人数及びその勤務形態

① 有料老人ホームの人数及びその勤務体制

実人数 常勤 非常勤
合計

常勤換算

人　数専従 非専従 専従 非専従

施設長 11 00 0 0 1 1.0

生活相談員 0 1 0 0 1 0.5
（ 支 配 人 が兼務 ）

0.5

看護職員 32 0 1 0 43 3.72.7
(内、自立者対応0名）

介護職員 107 0 1115 0 2121 　　20.918.0
(内、自立者対応0名）
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機能訓練指導員 0 1 0 0 1 (0.5)
(看護職が兼務)

計画作成担当者 1 0 0 0 1 1.0

栄養士 0 0 0 0 0 0.0

調理員 0 0 0 0 0 0.0

事務員 11 0 40 00 15 3.21.0

その他従業者 0 0 04 00 04 0.02.7

②１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38.5時間

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

② 従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 0 0 0 0

介護福祉士 106 0 610 0

実務者研修 00 0 0 0

介護職員初任者研修 01 0 45 0

介護支援専門員 0 0 00 0

③ 従業者である機能訓練指導員が有している資格（看護職員が兼務）

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 0 0 0 0

作業療法士 0 0 0 0

言語聴覚士 0 0 0 0

看護師及び准看護師 00 11 00 0

柔道整復士 0 0 0 0

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 0 0 0 0

④ 夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数

人数 夜勤帯平均人数 最小時人数

（　　20時～　　　7時） （休憩者等を除く）

看護職員 0 0

介護職員 3 2

⑤ 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及

びその勤務形態

実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算人数
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専従 非専従 専従 非専従

生活相談員 0 1 0 0 1 0.5
(支配人が兼務)0.5

看護職員 32 0 1 0 43 3.72.7

介護職員 107 0 1115 0 2122 20.918.0

機能訓練指導員 0 1 0 0 1 (0.5)
(看護職員が兼務)

計画作成担当者 1 0 0 0 １ 1.0

その他従業者 01 0 04 0 05 0.03.1

⑦１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38.5時間

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

⑧従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 0 0 0 0

介護福祉士 106 0 610 0

実務者研修 0 0 0 0

介護職員初任者研修 01 0 45 0

介護支援専門員 0 0 0 0

⑨従業者である機能訓練指導員が有している資格（看護職員が兼務）

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 0 0 0 0

作業療法士 0 0 0 0

言語聴覚士 0 0 0 0

看護師及び准看護師 0 1 0 0

柔道整復士 0 0 0 0

あん摩マッサージ指圧師 0 0 0 0

⑩管理者の他の職務との兼務の有無

管理者が有している当該

業務に係る資格等
なし あり

資格等の名称

　　　　　　介護福祉士

⑪特定施設入居者生活介護等の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤換算方法

による人数の割合（要介護者等の数に対する介護・看護職員の配置比） 1.7685:1

(2)従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等
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看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度1年間の採用者数 10 0 03 312 0 0

前年度1年間の退職者数 21 0 22 27 0 0

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数 0 0 0 0 0 0

1年以上3年未満の者の人数 0 0 0 11 0 0

3年以上5年未満の者の人数 0 0 01 40 11 0

5年以上10年未満の者の人数 0 0 10 43 0 0

10年以上の者の人数 32 １1 96 211 0 0

機能訓練指導員

（看護職員の内数）

計画作成担当者

（介護（看護）職員の内

数）

常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 0 0 0 0

前年度１年間の退職者数 0 0 0 0

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数 0 0 0 0

1年以上3年未満の者の人数 0 0 0 0

3年以上5年未満の者の人数 0 0 0 0

5年以上10年未満の者の人数 0 0 0 0

10年以上の者の人数 0 1 1 0

(3)従業者の健康診断の実施状況 なし
あり

４．サービスの内容
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① 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
なし あり
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協力医療機関の名称協力医療機関の名称なしありその名称　医療法人海羽会かもめ歯科
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協力医療機関の名称 医療法人社団和啓会　メディクス舞子クリニック

判断基準・手続について

(その内容)

一般居室の入居者が一時的に介護等が必要になり、自立した生活が営めない場合において、入

居者および身元引受人は、事業者と協議し、医師の意見を聴いたうえで、入居者が一時介護居

室を利用することができるものとする。
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追加的費用の有無なしあり

居室利用権の取扱い

(その内容) 

一時介護居室利用中の一般居室の居室利用権については継続する。

入居一時金償却の調整の有無なしあり

従前の居室からの面積の増減の有無なしあり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無なしあり

浴室の変更の有無なしあり

洗面所の変更の有無なしあり

台所の有無なしあり

その他の変更の有無なしあり

(その内容)

介護ベット・エアコン・防炎カーテン・照明備付。室内全体の仕様も異なる。

判断基準・手続について

(その内容)

・一般居室の入居者および身元引受人は、入居者の意思能力および身体能力の低下により一般

居室での生活が困難であると判断した場合、事業者と協議のうえ、一般居室の居室利用契約

を終了し、新たに介護居室へ移り住みをすることができるものとする。

・前項の場合、事業者、入居者および身元引受人は、入居者の介護居室への移り住みにあたり

別途覚書を締結するものとする。

・介護居室への移り住みに伴い、入居一時金および月額利用料の精算をする。

　精算方法については利用規程に記載する。

・入居者および身元引受人は、介護居室への移り住みの日から１５日以内に一般居室の所有物

を搬出し、入居契約書第３０条１項による事業者の確認を受けるものとする。
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・移り住み後の介護居室については、入居者の心身の状態を考慮のうえ、事業者と協議のうえ

居室番号を決定するものとする。

追加的費用の有無なしあり

居室利用権の取扱い

(その内容) 

一般居室の居室利用権を終了し、新たに介護居室へ移り住むことができる。

（入居一時金の精算あり）

入居一時金償却の調整の有無なしあり

従前の居室からの面積の増減の有無なしあり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無なしあり

浴室の変更の有無なしあり

洗面所の変更の有無なしあり

台所の有無なしあり

その他の変更の有無なしあり

(その内容)

介護ベット・エアコン・防炎カーテン・照明備付。室内全体の仕様も異なる。

(ⅲ)その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）なしあり

⑫施設の入居に関する要件

判断基準・手続について

(その内容)

追加的費用の有無なしあり

居室利用権の取扱い
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(その内容)

入居一時金償却の調整の有無なしあり

従前の居室からの面積の増減の有無なしあり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無なしあり

浴室の変更の有無なしあり

洗面所の変更の有無なしあり

台所の有無なしあり

その他の変更の有無なしあり

(その内容)

自立している者を対象なしあり

⑬契約の解除の内容

要支援の者を対象なしあり

要介護の者を対象なしあり
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要介護１要介護２要介護３要介護4要介護５合計

入居者の平均年齢

６５歳末満000000

６５歳以上７５歳未満10000010

７５歳以上８５歳末満122021000053

８５歳以上55　　 　662146622320

自立要支援１要支援２合計

６５歳未満0000

６５歳以上７５歳未満0000

７５歳以上８５歳末満76100187

８５歳以上5565011111

②      入居者の男女別人数入居率（一時的に不在となっている者を含む｡）入居者の男女別人数男

性 75  女性 4136

③
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要介護１要介護２要介護３要介護４要介護５合計

⑥入居者の入居期間

自宅等000000

社会福祉施設000000

医療機関001001020

死亡者00103248711

その他02000020

自立要支援１要支援２合計

自宅等0000

社会福祉施設0000

医療機関0000

死亡者00010

その他0000

15 年 15 年 10 年 5 年以上 1 年以上入居期間 6 月未満 6 月以上

以上

末満

以上

10年未満

5年末満

1年末満
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3814209135800入居者数5

4

建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物なしあり①建物の構造

②居室の状況

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物なしあり

区分室数人数１の居室の②居室の状況

床面積

③共用便所の設置数

一般居室個室ありなし12室22名27.72㎡～53.88㎡

一般居室相部屋ありなし㎡

㎡

㎡

介護居室個室ありなし39室39名18.00㎡～19.50㎡

介護居室相部屋ありなし㎡

㎡

㎡

一時介護室ありなし１室11.06㎡

㎡

㎡

9うち男女別の対応が可能な数2③共用便所の設置数

④個室の便所の

設置数

17



うち車椅子等の対応が可能な数6

5１個室における便所の設置割合100％④個室の便所の

設置数

⑤浴室の設備状況

うち車椅子等の対応が可能な数39

浴室の数個浴大浴槽特殊浴槽リフト浴⑤浴室の設備状況

181

⑦その他、共用施設の設備状況入居者等が調理を行う設備状況なしあり

⑧バリアフリーの対応状況なしありエントランスホール、受付カウンター、健康管理室、ダイ

ニングルーム、食堂兼機能訓練室、機械浴室、個室浴室、ルーフテラス、駐輪場、メールボッ

クス、エレベーター、等

⑨緊急通報装置の設置状況⑩外線電話回線の設置状況⑨緊急通報装置の設置状況なし一部あり

各居室内にあり

⑩外線電話回線の設置状況⑪テレビ回線の設置状況⑩外線電話回線の設置状況なし一部あり各

居室内にあり

⑪テレビ回線の設置状況⑫施設の敷地に関する事項⑪テレビ回線の設置状況なし一部あり各居

室内にあり

事業所を運営する法人が所有なし一部ありあり
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抵当権の設定なしあり

なしあり契約期間 始２０１１.3.1終２０４１.2.28

契約の自動更新なしあり

建物の構造鉄筋コンクリート造地上6階建

事業所を運営する法人が所有なし一部ありあり

抵当権の設定なしあり

なしあり契約期間始２０１１.3.1終２０４１.2.28

契約の自動更新なしあり

① 対応している時間平日②９時から１８時

土曜①９時から１８時

日曜・祝日①９時から１８時

定休日等①なし

②土曜・日曜・祝祭日・１２月３０日から１月３日

対応している時間平日①８時４５分から１２時、１３時から１７時３０分

②８時４５分から１７時１５分 
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③９時００分から１７時００分

④８時４５分から１７時３０分 

土曜①、②、③、④なし

日曜・祝日①、②、③、④なし

定休日等土曜・日曜・祝日・年末年始

②その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関することなし

あり(その内容) 損害保険ジャパン株式会社による「介護賠償責任保険」に加入しており、事業

者の責めによる事故により入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合、入居者に対して

損害を賠償する。ただし、入居者に過失がある場合、賠償額は減額される。

なしあり(その内容)

なしあり実施した年月日常時意見箱設置2020年9月

②第三者による評価の実施

当該結果の開示状況なしあり

なしあり実施した年月日2014年2月

実施した評価機関の名称株式会社　川原経営総合センター

当該結果の開示状況なしあり
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５．利用料金

(1)利用料の支払い方式 一時金方式 月払い方式 選択方式

(2)敷金 －円（家賃の　　　　　ヶ月分）

(3)一時金方式

①一時金及び月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定 なし あり

要介護状態に応じた金額設定 なし あり

料金プラン（　）内は税抜額

ﾌﾟﾗﾝ名称

月額低額

プラン

一時金

【万円】

月額

【円】

（内訳）【円】（　）は税抜額

計
家賃

相当額

上乗せ介 護

サービス費
食費

水光

熱費
管理費

一般居室

１人入居

1473.9～

2337.8

192,9701

81,420
65,200 ―

82,67074,

420

(7567,1606

00)

実費

4145,1

00800

(3841,00

0)

一般居室

２人入居

1473.9～

2337.8

313,8102

93,020
65,200 ―

165,3401

48,840

（150135,3

20200) 

実費

83,270

78,980

(7175,70

0,800) 

介護居室
1141.1～

1289.9

226,7702

15,220
48,400 

33,000

（30,000）

82,670

(75,160)74

,420

(67,600)

17,600

(16,000) 

45,100

(41,000)

41,800

(38,000)

ﾌﾟﾗﾝ名称

基本プラン

一時金

【万円】

月額

【円】

（内訳）【円】（　）は税抜額

計
家賃相

当額

上乗せ介護

サービス費
食費

水光

熱費
管理費
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一般居室

１人入居

960.3～

1824.2

224,0702

12,520
96,300 ―

82,670

(75,160)74

,420

(67,600)

実費

45,100

(41,000)

41,800

(38,000)

一般居室

２人入居

960.3～

1824.2

344,9103

24,120
96,300 ―

165,340

（150,320) 

148,840

（135,200) 

実費

83,270

(75,700) 

78,980

(71,800) 

介護居室
745.2～

894

257,8702

46,320
79,500 

33,000

（30,000）

82,670

(75,160)74

,420

(67,600)

17,600

(16,000)

45,100

(41,000)

41,800

(38,000)

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠

家賃

相当額

入居一時金の一部を月額で受領するもので、算定根拠は入居一時金に準

ずる。

＊入居一時金の償却期間経過後も、当該月払い家賃相当額は継続支払が

必要。

【月額低額プラン】

一般居室：６５，２００円/月

介護居室：４８，４００円/月

【基本プラン】

一般居室：９６，３００円/月

介護居室：７９，５００円/月

上乗せ

介護

サービス

費

月額：３３，０００（３０，０００）円/人

介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設入居者生

活介護を利用している入居者に対して、介護・看護職員を人

員過配置するための費用。

※介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設入居者　

生活介護の利用の有無により、上乗せ介護サービス費を支払う。

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

食費

（　）は

税抜額

・食堂運営費（厨房運営事業者への委託費用）

５０，２７０（税抜４５，７００）円/月/人

食堂運営費にかかる消費税額の軽減税率適用については、朝食・
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昼食・夕食の喫食数を元に計算。

・食材費　朝食：２７５（税抜２５０）円/食

昼食：４０７（税抜３７０）円/食

夕食：３９８（税抜３６２）円/食

食堂運営費（厨房運営事業者への委託費用）

４５，３２０(４１，２００)円/月/人

食堂運営費にかかる消費税額の軽減税率適用については、朝食・昼食・

夕食の喫食数を元に計算。

・食材費　朝食：２３０（２５３）円/食

昼食：３１９（２９０）円/食

夕食：３９８（３６２）円/食

有料老人ホームにおける食費（飲食料品の提供の対価）に係る消費税に

ついては、一食67040円以下、一日累計額2,0101,920円に達するまで

は、軽減税率（8％）の対象。当施設では、この軽減税率の対象となる

飲食料品の提供を、上記の食堂運営費および「朝食・昼食・夕食」の食

材費とする。それ以外の飲食料品の提供は、軽減税率の対象外。

水光熱費

（　）は

税抜額

一般居室：電力会社等との個別契約により実費支払い。

介護居室：１７，６００(１６，０００)円/月を定額にて負担

管理費

（　）は

税抜額

施設運営にかかる事務費・人件費、入居者に対する日常生活支援サービ

ス提供にかかる事務費・人件費。

一般居室　１人入居：４１，８００４５,１００(４１３８，０００)円/月 

２人入居：８３７８，２７０９８０(７５７１，７００８０

０)円/月

介護居室：４５４１，１００８００(４１，０００３８，０００)円/月

入居

一時金

入居一時金は、専用居室および共用施設を終身にわたって利用するため

の家賃相当額および想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備

えて受領する費用とする。老人福祉法第２９条第６項において受領が禁

止されている権利金または対価性のない金品に該当しない。

【月額低額プラン】

一般居室　１人入居：１４７３．９万円　～　２３３７．８万円

　　　　２人入居：１４７３．９万円　～　２３３７．８万円
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介護居室：１１４１．１万円　～　１２８９．９万円

【基本プラン】

一般居室　１人入居：９６０．３ 万円　～　１８２４．２万円

　　　　　２人入居：９６０．３ 万円　～　１８２４．２万円

介護居室：７４５．２万円 　～　８９４万円

<入居一時金の算定方法>

入居一時金＝（1ヶ月分の家賃相当額の一部）×（想定居住期間（月

数）[*1]）＋（想定居住期間を超えて契約が継続する

場合に備えて有料老人ホームの設置者が受領する額

[*2]）

[*1]厚生労働省による平均余命等をもとに、一般居室は１０８ヶ月、介

護居室は７２ヶ月と設定。　

[*2]想定居住期間を超えて入居が継続している場合に必要な家賃相当額

の一部として算定し、一般居室は入居一時金の１７％、介護居室は

入居一時金の２０％と設定。

一時金の償却に関する事項

償却開始日の設定 入居開始日
入居開始日の翌日

初期償却率（％）一般居室：入居一時金の１７％　介護居室：入居一時金の２０％ 

想定居住期間を越えて契約が継続する

場合に備えて受領する額
入居一時金ごとに異なる

権利金等（※）の額 ０円

※平成24年3月31日までに老人福祉法第29条第1項の規定により届出がされた施設に限

る。

償却年月数

（想定居住期間）

一般居室：１０８ヶ月（９年）

介護居室：７２ヶ月（６年）

契約終了時返還金の算定方法及び返還金の例

契約終了時返還金の算定方法及び返還金の例

想定居住期間内に契約解除・終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還する。

算定方法

＊入居一時金

　契約の解除・終了した日以降の想定居住期間までの期間につき、日割精算により

算出した家賃等の金額を返金する。

・返還金＝契約の解除・終了日から想定居住期間の末日までの間における家賃等
24



（入居一時金×想定居住期間償却率（一般居室：８３％、介護居室：８０％））

÷（入居開始日の翌日から償却期間（一般居室：１０８ヶ月、介護居室：７２ヶ月）

満了日までの実日数）

×（契約終了日から償却期間満了日までの実日数）

＊「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する費用

（一般居室：１７％、介護居室：２０％）」は短期解約特例終了後一括償却する。

＊月額利用料については日割精算を行う。

＊一般居室は９年経過後、介護居室は６年経過後、ホームを退去した際は精算

しない。

＊原状回復に必要な費用があれば受領する。

保全措置の

実施状況
なし あり （保全先）三井住友信託銀行

②三月以内の契約終了による返還金について

三月の起算日
入 居開始

日
入居開始日の翌日

契約終了日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用の算定方法

入居開始日の翌日から三月以内の契約解除の場合又は死亡による契約終了の場合は、受

領済の一時金を全額返金する。ただし、利用期間に係る利用料及び控除額を下記算定方

法に基づき受領する。

・算定方法

＊入居一時金

　返還金＝（入居一時金×想定居住期間償却率）-控除額

控除額＝（1 日当たりの目的施設の利用料）×（入居開始日から契約終了までの実日

数）

1 日当たりの目的施設の利用料＝（入居一時金×想定居住期間償却率）÷想定居住期間月

数÷30

＊「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する費用（一般居室：１

７％、介護居室：２０％）」は全額返金する。

＊月額利用料については日割精算を行う。

＊原状回復に必要な費用があれば受領する。

注）・月初が起算日の場合…期間満了日は最終月の末日　

　　・月途中に起算日、最終月に応当日がある場合

…期間満了日は最終月の応当日の前日

　　・月途中に起算日、最終月に応当日がない場合

…期間満了日は最終月の末日

③一時金の支払い方法

事業者からの請求に基づき、事業者の指定金融機関口座に振込むものとする。振込手数
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料は、入居者にて負担する。なお事業者は、これらの支払いに対する領収書の発行は行

わない。

(4)月払い方式

①月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定
なし

あり

要介護状態に応じた金額設定
なし

あり

料金プラン　（　）内は税抜額

プラン名称

毎月払

プラン

月額【円】 （内訳）【円】

計

家賃

相当額

上乗せ介

護サービ

ス費

食費
水光

熱費
管理費

一般居室

１人入居

328,770317,22

0～

414,770403,22

0

201,000～

287,000
―

82,670

(75,160)74,4

20

(67,600)

実費

45,100

(41,000)

41,800

(38,000)

一般居室

２人入居

449,610461,82

0～

535,610514,82

0

234,000～

287,000
―

165,340

（150,320) 

148,840

（135,200) 

実費

83,270

(75,700) 

78,980

(71,800) 

介護居室

365,370353,82

0～

385,370373,82

0

187,000～

207,000

33,000

（30,000

）

82,670

(75,160)74,4

20

(67,600)

17,602

80

(16,000) 

45,100

(41,000)

41,800

(38,000)

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠 家賃

相当額

入居一時金の一部を月額で受領するもので、算定根拠は入居一時金に

準ずる。

＊入居一時金の償却期間経過後も、当該月払い家賃相当額は継続支払

が必要。

一般居室

１人入居：２０１，０００円／月　～　２８７，０００円／月

２人入居：２３４，０００円／月　～　２８７，０００円／月

介護居室：１８７，０００円／月　～　２０７，０００円／月

上乗せ 月額：３３，０００（税抜３０，０００）円/人
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介護

サービス費

介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設入居者生

活介護を利用している入居者に対して、介護・看護職員を人

員過配置するための費用。

※介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設入居者　

生活介護の利用の有無により、上乗せ介護サービス費を支払う。

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

食費

（）は

税抜額

・食堂運営費（厨房運営事業者への委託費用）

５０，２７０（税抜４５，７００）円/月/人

食堂運営費にかかる消費税額の軽減税率適用については、朝

食・昼食・夕食の喫食数を元に計算。

・食材費　朝食：２７５（税抜２５０）円/食

昼食：４０７（税抜３７０）円/食

夕食：３９８（税抜３６２）円/食

食堂運営費（厨房運営事業者への委託費用）

４５，３２０円（４１，２００）円/月/人

食堂運営費にかかる消費税額の軽減税率適用については、朝食・昼

食・夕食の喫食数を元に計算。

・食材費　朝食：２３０（２５３）円/食

昼食：３１９（２９０）円/食

夕食：３９８（３６２）円/食

有料老人ホームにおける食費（飲食料品の提供の対価）に係る消費税

については、一食640円以下、一日累計額1,920円に達するまでは、

軽減税率（8％）の対象。当施設では、この軽減税率の対象となる飲

食料品の提供を、上記の食堂運営費および「朝食・昼食・夕食」の食

材費とする。それ以外の飲食料品の提供は、軽減税率の対象外。

水光熱費

（）は

税抜額

一般居室：電力会社等との個別契約により実費支払い。

介護居室：１７，６００(１６，０００)円/月を定額にて負担

管理費

（）は

施設運営にかかる事務費・人件費、入居者に対する日常生活支援サー

ビス提供にかかる事務費・人件費。
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税抜額

一般居室　１人入居：４５,１００(４１，０００)円/月　

２人入居：８３，２７０(７５，７００)円/月

介護居室：４５，１００(４１，０００)円/月施設運営にかかる事務

費・人件費、入居者に対する日常生活支援サービス提供にかかる事務

費・人件費。

一般居室：１人入居：４１，８００(３８，０００)円/月　

２人入居：７８，９８０(７１，８００)円/月

介護居室：４１，８００(３８，０００)円/月

(5)一時金方式・月払い方法共通

①介護保険サービスの自己負担額

内容 ※要介護度に応じて介護費用の１割、２割もしくは３割を徴収する。

・介護予防特定施設入居者生活介護及び特定施設入居者生活介護を利用し

た場合の介護保険自己負担額（ひと月３０日として）のめやす

○費用　　介護度　　　　基本単位　　　　1割負担額　　 ２割負担額　　３

割負担額

要支援１　　１８３２単位／日　　　５，７８７５５円　　　１

１，５７３１０円　　１７，３６０２６５円

要支援２　　３１３１単位／日　　　９，８９７３４円　　　１

９，７９４６６８円　　２９，６９１５０２円

要介護１　　５４２３８単位／日　　１７，１３８０１２円　　　

３４，２７６０２３円　　５１，４１４０３５円

要介護２　　６０９４単位／日　　１９，２５７０９９円　　　３

８，５１３１９７円　　５７，７７０２９６円

要介護３　　６７９７４単位／日　　２１，４７０３１２円　　　

４２２，９４０６２４円　　６４３，４１０９３６円

要介護４　　７４４３８単位／日　　２３，５２６３３６円　　　

４７６，０５１６７１円　　７０，５７６００７円

要介護５　　８１３０７単位／日　　２５，７０７５１８円　　　

５１，４１４０３５円　　７７６，１２１５５２円

※ 当ホームの介護報酬は１単位＝１０．５４円（４級地）です

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ）適用の場合、２２単位／日が加算され

ます

※夜間看護体制加算適用の場合、９１０単位／日が加算されます

※医療連携体制加算適用の場合、１００８０単位／月が加算されます

※口腔衛生管理体制加算適用の場合、３０単位／月が加算されます

　　※退院・退所時連携加算適用の場合、入居日から３０日間は３０単

位／日が加算されます
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※介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）適用の場合、基本単位に

各種加算を加えた単位数×１２．８８．２％／日が加算されます

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）適用の場合、基本単位に

各種加算を加えた単位数×１．８％／日が加算されます

　　　※生活機能向上連携加算（Ⅰ）適用の場合、１００単位／月が加算され

ます

※看取り介護加算適用の場合は以下の該当日数に応じて最大

６，４２８単位加算されます

死亡日１,２８０単位／日     死亡日前日・前々日６８０単位／日

死亡日４～３０日 １４４単位／日　　死亡日３１～４５日　７２単

位／日

　　　※科学的介護推進体制加算適用の場合、４０単位／月が加算されます

※生産性向上推進体制加算適用(Ⅱ)の場合、10  単位/月が加算されます※

ベースアップ等支援加算の場合、基本サービス＋加減算を加えた単位数

に加算率を乗じて加算されます（加算率はサービス種別により、１．

５％～２．４％）

②人員配置が手厚い場合の介護サービス（再掲） なし
あり

内容

利用料 　　　　　　　　　　円（　月額　・　日額　）

算定根拠

支払い方法
　　月単位　（　日割りの有無　あり　・　なし　）

③利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

個別的な選択による生活支援サービス なし
あり

算定根拠

(6)料金改定の手続

・事業者は、月額利用料の収支状況等や目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費

者

物価指数、介護給付費体系または人件費等が変動した場合、運営懇談会の意見を聴いた上

で、

表題部（６）に定める月額利用料を３年に１回程度改定することができる。

・前項による月額利用料の改定があった場合には、事業者は入居者および身元引受人へ事

前

に通知するとともに、入居者は入居契約書表題部（６）に定める月額利用料に替えて、改

定
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後の月額利用料を支払うものとする。但し、入居一時金の精算は行わない。

６．その他

(1)有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出
あり なし

(2)有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項

　なし

　あり （その内容）

添付書類：「介護サービス等の一覧表」

※　　　　　　　　　　　　　　　様

説明年月日　　　　　年　　月　　日

説明者職名・署名　　　　　　　　　　　　

　 

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。
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